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Information' s
くらしのおしらせみとよ
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▲

問い合わせ　　　　　　市民課　☎73－3005　　　
善通寺年金事務所　☎0877-62-1662

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間
・

納
付
猶
予
期
間
が
あ
る
皆
さ
ん
へ

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
、
納
付
猶
予
、

学
生
納
付
特
例
を
受
け
た
期
間
が
あ
る
場
合
、

保
険
料
を
全
額
納
め
た
と
き
に
比
べ
、
老
齢

基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受
け
ら
れ
る
年
金
）

の
年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金

を
増
額
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
期
間
の
保

険
料
に
つ
い
て
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ

か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
（
追
納
す
る
）
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
免
除
な
ど
を
受
け
た
期
間
の
翌

年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
の
追
納

の
場
合
、
当
時
の
保
険
料
額
に
一
定
の
加
算

額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。
追
納
は
、
古
い
月

の
も
の
か
ら
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

申
し
込
み
の
手
続
き

　

年
金
手
帳
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

な
ど
、
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
、
印
鑑
を

持
っ
て
、
市
民
課
、
各
支
所
ま
た
は
年
金
事

務
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
存
じ
で
す
か
？

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

60
歳
ま
で
に
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
（
10
年
）
を
満
た
し
て
い
な
い
人
や
、

40
年
の
納
付
済
み
期
間
が
な
い
た
め
老
齢
基

礎
年
金
を
満
額
受
給
で
き
な
い
人
で
、
厚
生

年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
な
い
人
は
、

次
の
と
お
り
60
歳
を
過
ぎ
て
も
国
民
年
金
に

くらし 国民年金のお知らせ

任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
年
金
額
を
増
や
し
た
い
人
は
、
65
歳
ま
で

の
間

②
受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い
人
は
、

70
歳
ま
で
の
間
（
昭
和
40
年
４
月
１
日
以

前
に
生
ま
れ
た
人
に
限
る
）

③
海
外
に
在
住
す
る
日
本
人
は
、
20
歳
以
上

65
歳
未
満
の
人

申
し
込
み
の
手
続
き

　

年
金
手
帳
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

な
ど
、
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
、
印
鑑
、

通
帳
、
金
融
機
関
届
け
出
印
を
持
っ
て
、
市

民
課
、
各
支
所
ま
た
は
年
金
事
務
所
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▲

問い合わせ 環境衛生課　☎73－3007
金属ごみ・有害ごみを収集します

収
集
日

９
月
30
日
（
水
）

※
午
前
８
時
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

収
集
場
所

　

自
治
会
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

収
集
品
目
と
出
し
方

①
乾
電
池

②
蛍
光
灯
・
電
球

③
水
銀
体
温
計
・

　

水
銀
温
度
計

④
使
い
捨
て
ラ
イ
タ
ー

⑤
金
属
ご
み
（
や
か

ん
、
鍋
、
フ
ラ
イ

パ
ン
、
傘
の
骨
な

ど
の
家
庭
用
金
属

製
品
）

　

５
つ
の
品
目
ご
と
に

分
け
て
、
キ
ャ
リ
ー
に

入
れ
て
出
し
て
く
だ
さ

い
。

注
意
事
項

•
50
㎝
以
上
の
も
の
は
、
粗
大
ご
み
に

な
り
ま
す
。

•
傘
は
、
骨
以
外
の
ビ
ニ
ー
ル
や
布
を

取
り
除
い
て
く
だ
さ
い
。

•
事
務
所
や
商
店
、
農
業
な
ど
の
事
業

活
動
に
伴
う
ご
み
は
回
収
で
き
ま
せ

ん
。

※
市
役
所
・
各
支
所
の
持
込
場
所
で
も
、

毎
月
２
回
（
第
２
・
４
日
曜
日
の
午

前
７
時
〜
９
時
）
回
収
し
て
い
ま
す
。

くらし

収
集
日

収
集
場
所

収
集
品
目
と
出
し
方

注
意
事
項

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る

無
料
年
金
相
談

●
日
時
・
場
所

９
月
９
日
（
水
）
午
前
10
時
〜
午
後
3
時

　

危
機
管
理
セ
ン
タ
ー

●
持
っ
て
い
く
も
の

年
金
手
帳
、
年
金
証
書
な
ど
の
ほ
か
、

相
談
者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
も
の
。
代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状

お
よ
び
代
理
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確

認
で
き
る
も
の
が
必
要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

街
角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
高
松

（
オ
フ
ィ
ス
）

☎
0
8
7
（
8
1
1
）
6
0
2
0

申
し
込
み
の
手
続
き

申
し
込
み
の
手
続
き

医
療
費
通
知
（
医
療
費
の
お
知
ら
せ
）

の
発
行
が
年
１
回（
２
月
）に
な
り
ま
す

　

医
療
費
通
知
は
、
こ
れ
ま
で
８
月
と
２
月

の
年
２
回
発
送
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度

か
ら
年
１
回
（
２
月
）
に
な
り
ま
し
た
。

　

医
療
費
通
知
は
、
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に

健
康
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
も
ら
い
、
医

療
保
険
の
健
全
な
運
営
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
発
送
し
て
い
ま
す
。

こ
の
通
知
に
は
、
対

象
期
間
に
か
か
っ
た

医
療
機
関
の
名
称
や

通
院
（
入
院
）
日
数
、

ま
た
、
そ
の
時
に
か

か
っ
た
医
療
費
の
総
額
や
自
己
負
担
相
当
額

な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

確
定
申
告
の
医
療
費
控
除
に

使
用
で
き
ま
す

医
療
費
通
知
は
確
定
申
告
の
医
療
費
控
除

の
医
療
費
明
細
書
と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
申
告
に
必
要
な
内
容
が
記
載
さ

れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
、
医
療
費
通

知
（
２
月
発
行
分
）
だ
け
で
は
な
く
、
領
収

書
な
ど
を
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
通
知
を
確
定
申
告
に
利
用
す
る

場
合
の
注
意
点

医
療
費
通
知
の
自
己
負
担
相
当
額
は
、

領
収
書
の
額
と
算
出
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

　

任
意
保
険
の
給
付
や
公
的
医
療
費
助
成
、

高
額
療
養
費
の
給
付
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、

金
額
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
た
め
、
ご
自

身
で
金
額
を
訂
正
し
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

な
お
、
医
療
費
控
除
で
使
用
し
た
医
療
費

通
知
や
領
収
書
な
ど
は
、
確
定
申
告
期
限
か

ら
５
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

医
療
費
控
除
の
申
告
に
関
す
る
こ
と
は
、

観
音
寺
税
務
署
（
☎
25
・
２
１
９
１
）
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
医
療
費
通
知
に
記
載
さ
れ
な
い
場
合

　

デ
ー
タ
処
理
時
期
の
影
響
や
保
険
対

象
外
の
診
療
分
、
医
療
機
関
の
請
求
遅

れ
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
受
診
記
録
が

一
部
記
載
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

令
和
2
年
1
月
〜
10
月
診
療
分
の

医
療
費
通
知
は
、
確
定
申
告
に
利
用
で
き

ま
す
が
、令
和
2
年
11
月
〜
12
月
診
療
分

お
よ
び
保
険
対
象
外
の
診
療
分
な
ど
医
療

費
通
知
に
記
載
が
な
い
も
の
は
領
収
書
が

必
要
で
す
。

　

医
療
費
通
知
の
再
発
行
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
領
収
書

と
一
緒
に
大
切

に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

大切に保管

領収書

¥

令和2年分の確定申告の医療費控除

令和元年分の申告対象

令和元年11月～12月
診療分

前年申告分なので計算
から除外してください

医療費通知に記載のない
控除対象支出分は、領収書
が必要です

２月発行の医療費通知に
データが間に合わないため
領収書が必要です

医療費通知
（令和３年２月発行）

領収書
（随時発行されたもの）

令和2年分の申告対象

診療時期 令和2年1月～10月診療分 令和2年11月～12月診療分

必要書類

注意

▲

問い合わせ　　　　　　　　　　　　　健康課　☎73-3014 　　
県後期高齢者医療広域連合事務局　☎087-811-1866

くらし 後期高齢者医療制度からのお知らせ


